
『永楽大典』所引の 『元史』について

渡辺 健哉

は じめに

本稿は、表題 か ら理解 され る よ うに、『永楽大典』に引用 され ている 『元史』について

検討 を加 えるもので ある。周知 のよ うに永楽6年(1408)に 完成 した 『永 楽大典』 には、

元代史 を研 究す る上 で有為 な史料が多数引用 されてい る。最 も有名 なものが 『経世大典』

であ り、その一部 が さらに輯侠 され て、『帖赤』『大元官制雑記』『大元藍i厨工物記』『大

元倉庫記』『大元馬政記』『大元海運記』『元代画塑記』 といった形 で利用 され てい る。 し

か しなが ら 『経世 大典』 以外 に も、断片的 とはい え、元代 史を研 究す る上で有用 な史料

が数多 く残 され てい るに も拘 わ らず 、宮紀子氏が 「大元時代 の資料 をそのまま引用す る

『永楽大典』です ら、ほ とん ど使 用 され て こなかった」 と評す る通 り1、充分 に活用 され

てきた とは必ず しも言 い難 い。

現存の 『永楽大典』には、出典 を 「元史」と して引用す る箇所が少なか らず 存在す る。

しか しなが ら、 この 『永 楽大典』所 引の 『元史』の本 文を現在我 々が手にす る 『元史』

とで突き合 わせてい くと、現行の 『元史』では確認 できない箇所が散見 され るのである。

この問題 にいち早 く着 目 していたのが、中国にお ける元代 史研 究の泰斗、陳高華氏であ

る。氏は、まず元の大都 に関す る読史筍記 である 「元大都 史事雑考」(北 京市研究会 〔編〕

『燕京春秋』北京出版社、1982)の 「五 石工楊珠事　新 考」の 中で2、 采石局 に関す る

『永楽大典』所 引の 『元史』が、『経世大典』のイ失文 であるこ とを註で さりげな く指摘 し

た。この初出論考 を 自らの論 文集 『元史研究論稿』 に同名 で収録 した際には3、 引用史料

や論 旨は変 えぬ まま、『経世大典』のイ失文であることを、よ り強調 した形で文章を書 き改

めてい る。 さらにこの 問題 に こだわ る陳氏は、 「温零」 とい う名義で 「元代政書 《経世大

典》 中的人物伝記」(『中国史研究』1992-1)を 発表 し、やは り 『永楽大典』所引の 『元史』

の伝記史料について紹介 し、 これについても、『経世大典』 にもとつ くとした4。

本稿 の 目的 は、この陳高華氏の一連 の研究 に導かれ なが ら、『永楽大典』所引の 『元史』

を紹介す るこ とにあ る。従 って、個 々の史料 の詳細 な検討 は後 日の課 題 としたい。

1宮 紀子 『モンゴル時代の出版文化』(名古屋大学出版会、2006)13頁 を参照。

2参 考までに章題だけ書き抜けば以下の通り。 「一 金 ・元之際的瑳華島」「二 大都城旛的防雨排水問題」

「三 大都的燃料問題」「四 大都的人市」。

3陳 高華 「石工楊珠事　新考」(『元史研究論稿』中華書局、1991に 収録)を 参照。

4陳 高華 「元代政書 《経世大典》中的人物伝記」(『元史研究新論』上海社会科学出版社、2005に 収録)を参

照。
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筆者 の行った作 業 は実 に単純 である。『永楽大典』 を捲 り、 「元史」 と表記 されている

箇所を捜 し、それ を現行の 『元史』 とつきあわせたに過 ぎない。

現在、『永楽大典』の多 くの部分は散イ失し、残本 にいた って も世 界各 地に流失 している

のは周知の通 りであ る。1960年 に北京の中華書局 が202冊 を影印 出版 した。それ に67

巻 と若干の残葉 を加 えた ものが、1986年 にや は り中華書局か ら縮 印出版 された。本稿で

もこれ を利用 した。

加 えて、『海外新発現永楽大典十七巻』(上 海辞書 出版社 、2003)も 公刊 されたので、

その調査 も併せ て行 った。 そ こにも 『元史』 か らの引用が2箇 所確認 で きたが、 これ に

ついては現行 『元史』 の本 文 と同 じであった。

さらに、『永楽大典』 には二種 の索引が存在す る。

攣貴明 〔編〕『永楽大典索引』(作 家 出版社 、1997)

衣川強 〔編〕『永楽大典索引』(白 帝社 、2001)

この索引に よって 「元史」 を検索すれば、前者 には306項 目が、後者 には300項 目が掲

げられてい る。両者 で齪歯吾が生 じているのは単純な見落 としとともに、前者 が天理大学

図書館所蔵 の 『永楽大 典』 を含 めていない こ とにもよる5。 ただ し、『永楽大典』の一項

目が 『元史』 の0箇 所か らの引用を意味す るものではない ことは注意す べきであろ う。

0項 目に 『元史』 の様 々な場所か ら引用 してい る例が散 見 され るか らである
。 た とえば

巻10115/8Br翰 林学 士承 旨」 の項 目には、すべ て現行 『元史』か らの引用 ではあるが、

百官志は もちろん、太平伝 に始 まる翰林学士承 旨就任者18人 の列伝か ら文章 を引用す る。

こ うした もの も一項 目と して数 え られている。

以上 を考慮 して改 めて調査 した結果、『永楽大典』に 『元史』 として取 り上 げ られてい

る項 目は311箇 所確認 で きた。 これ らの大半はほぼ現行 の 『元史』本文 と一致す るので

あるが、中にはそ うでない箇所 も存在す る。

まず、明 らかな出典の誤 記 を紹介す る。た とえば、巻19781/13Br明 金 局」 の文章は

以下の通 りである。

【元史】6宙 者伝 、童貫性巧媚、徽 宗立、置 明金局干杭、貫以供奉 官主之。

本文に 「徽宗 立、置 明金 局干杭」とあることか ら判断 され るよ うに、実は この部分 は 『宋

史』巻468、 宙者伝 か らの引用であった。同様 に、巻13135/8Ar夢 稽侍 中」は趙孟額 「紀

夢稽侍中」(『松 雪齋外 集』)か ら、巻922/3Ar万 世師」は閻復 「加封 孔子制 」(『国朝文

類』巻11)か らの引用 であった。 こ うした例が見 られ るとい うことは、本来 は 『元史』

か らであ ったに も拘 わ らず、誤 った書名 を付 されて引用 されてい る可能性 も否定できま

い。『永楽大典』の引用 が 「杜撰」 「短期間 に完成 されたため、粗漏 な点 も多い」 と評 さ

5『 天理図書館善本叢書 永楽大典』(天理大学出版部、1980年)が 公刊されてお り、巻末には竺沙雅章氏

の執筆にかかる解題が付 されている。

6以 下 【 】は 『永楽大典』において朱筆で記されている箇所を示す。
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れ る所以であ る7。

また、ほぼ 『元史』 か らの引用 であるに も拘わ らず 、単 に文章 をそのままひ き写 して

いない場合 もあ る。い ささか細かい点ではあるが、『永楽大典』が引用す る 『元史』と 『元

史』百官志の文章を並記 してみ よ う。

○ 『永楽大典』巻19781/21A

牛皮局 【元史】百官志。至元十三年立、大使一員。受府筍。

○ 『元史』巻89、 百官志5「 随路諸色人匠都総管府 」

牛皮 局、大使 一員。 至元十三年置。

内容 に差異はな く文章の順序 を入れ替 えただ けの ようではあ る。ただ しこの場合、「受府
.-

A」 とい う三文字 が 『元史』 には見えないた め、出典 を未確認 と してカ ウン トした。

出典が確認 で きた上記 の よ うな例 を除外 して、『元史』とあ るに も拘 わ らず 、現行の 『元

史』 に見出せ ない ものは以下の30項 目であった。

○ 巻2806/5Br西 卑 」 ○ 巻10889/14Ar別 出別 」 ○ 巻14608/3Br国 子 監 主 簿」 ○ 巻

14608/27Br窟 事 院 主 簿 」○巻19781/11Br柴 炭 局 」○ 同巻/12Ar供 徽 局 」○ 同巻/13B

「金 糸子 局 」 ○ 同 巻/14Ar　 鼠 局 」 ○ 同巻/14Ar大 木小 木 局 」 ○ 同 巻/14Br司 属彫

木 局 」○ 同巻/14Br器 物 局 」○ 同巻/15Ar採 石 局 」○ 同巻/15Ar符 牌 局 」○ 同巻/15B

「藍 局 」 ○ 同 巻/15Br葛 布 局 」 ○ 同 巻/16Ar織 染 局 」 ○ 同 巻/17Ar中 山局 」 ○ 同巻

/17Ar真 定 局 」 ○ 同 巻/17Ar別 失 八 里 局 」 ○ 同巻/17Br奪 麻 林 局 」 ○ 同巻/17Br綾

錦 局 」 ○ 同巻/18Ar紋 綺 局 」 ○ 同 巻/18Ar誘 局 」 ○ 同 巻/18Ar簾 網 局 」 ○ 同巻/18B

「鉄 局 」 ○ 同 巻/20Br鞍 轡1局 」 ○ 同 巻/21Ar斜 皮 局 」 ○ 同 巻/21Ar双 線 局 」 ○ 同巻

/21B「 画 油 局 」 ○ 巻22181/13A「 瑞 嚢」

とくに 「局」字 に異 同が多 くみ られ、 これは 『元史』 百官志 を補正す る材料 になる。

以下では、上記のい くつかについて史料 を引用 しなが ら確認 してい こ う。

(1)伝 記

巻2806/5Br西 卑」 と巻10889/14Ar別 出古」の二箇所 に伝記 が存在 す る。 タングー ト

の西卑 とモ ンゴル のジ ャライル部族 の別 出古 の伝記で ある。0人 の人物 につ き詳細 に記

すのではな く、それ ぞれ の子孫 にまで言及 しているた め、個々人の情報 はあま り多 くは

ない。 当該 の箇所 につ き初 めて言及 したのが、馬 明達 ・湯開建 「今本 《元史》散逸在外

的両個列伝」(『史学 史研 究』1983-4)で あ る。 当該論考の 中では、全文 を引用 し、それ

ぞれの列伝 につ き分析 を加 え、『新 元史』巻205闊 里帖木見伝 で後者 を引用す る何召陪 の

7神 田信夫 ・山根幸夫 〔編〕『中国史i籍解題辞典』(燈原書店、1989)の 「永楽大典」の項 目(山 根幸夫執筆)

を参照。
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失 当について指摘す る。さらに、二者の伝記 は、『元史』の第一次編纂か ら第二次編纂に

いたる過程で脱 落 した とみ な してい る。 これ に対 して前引の陳高華 「元代政書 《経世大

典》中的人物伝記」 は、馬 明達 ・湯開建論 文が 『永楽大典』所引の 『元史』 に注 目した

ことを評価 しつつ も、伝記 がも とついた史料 の想定 を 「牽強」で ある と却 け、 これ らは

『経世大典』 臣事 ・治典篇か らの引用 であると判断 してい る。

(2)大 都 に関わる史料

大都 に関す る史料 も見出せ る。は じめは、陳高華 「元大都史雑考」が紹介 した採石局 に

っいての史料である。『永楽大典』巻19781/11Bが 引用す る 『元史』を引用す るが、現行

の 『元史』では確認 できない箇所 を網掛 け ゴチ ックで示す(以 下、同 じ)。

【元史 】至元 四年始 置。大都兼 ψ場石 局総管。以楊 慶為之。尋授 印儒銀符、九年改授金

符 。総管夫匠営造 内府殿宇寺観 橋旙石材之役。十一年 、於大都 近地 、棲採石 之夫 二千

余戸。常任 工役 、改置大都等処採石提挙司、秩正五 品。

現行 の 『元史』 と比 して、楊 瑠が 「大都兼 山場石局総 管」であった ことを明記 している

点は注 目され よ う。楊瑠(?～1288)に ついては、す でに朱啓鈴 に よっても紹介 され て

い るが8、上都 ・大都の宮殿 のみな らず、チ ャガンノール宮殿 の飾石 作業に も従事 してい

た ことが知 られ、段貞の下で石彫 の仕事 を統轄 していた9。 なお、陳氏は この史料 につい

て も、『経世大典』 か らの引用であ るとみ な してい る。

も う一点、 これ はかつ て拙稿で指摘 した ところではあ るが、官営工場の場所 を確認で

きる史料があ る。巻19781/20Bを 引用 しよ う。

鞍轡 ・皮作 ・軍器 ・顔料等局在 太平街西。

鞍轡 局 ・皮作局 ・軍器局 ・顔料局 な どの官営工場 が、大都城の 「太平街西」に置 かれた

と記 され る。これは 『析津志輯侠』に場所不詳 の坊 と して表記 され る 「太平坊」に該 当す

るのであろ う。太平坊は大承華普慶寺や大天源延聖寺が置 かれた坊 と して知 られ、これ ら

寺院の位置か ら、宮城の西北 にあった と考 え られている10。大都 にお ける官営工場 の場所

を示す貴重 な史料 である。

(3)裕 宗につ いて

これ ら 『永楽大典』所 引の 『元史』 の史料でひ ときわ注 目され るのが、世祖 ク ビライ

期の皇太子で あるチ ンキムの動 向が残 されてい る点である。以 下に三っ の史料 を引用 し

よう。

①藍局(巻19781/15B)

【元史】至元十三年、奉裕宗皇帝 旨、収集 人戸為藍匠。二十 六年始 立甕局 、置達魯

8朱 啓 鈴 「元 大都 宮 苑 図 考 」(『 中国 営 造 学社 彙 刊 』1-2 、1930)を 参 照 。

9段 貞 につ い て は 、拙 稿 「元 朝 の 大都 留守 段 貞 の 活 動」(『 歴 史』98、2002)を 参 照 。

10こ の 点 は、拙 稿 「元 大都 形 成 過 程 にお け る至 元 二十 年 九 月令 の意 義 」(『 集 刊東 洋 学 』91、2004)で 指 摘 し

た 。
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覆赤 並局使 ・翻使 ・薩長各一員。元貞死鎌 、給 従七品印。大徳牽一一嫌、達魯花赤 ・

潟使6劇 使受勅 、膚直畏受省箭。驚治三年 、罷 之、止置提領 ◆大使 ・翻使 ・魔憂

各一員。提領一員 ・大使一員 ・醐使一員 ・臨長一員。

②奪麻林局(巻19781/17B)

【元史】百官志。弘州 ・葬麻林納失失局。 至元十五年二月、隆輿 路総管府郷都魯

丁暴皇太子禽 旨、招収析居放 良等戸 、教習人匠織造納 失失。於 弘州 ・奪麻林二処

置局。其匠芦則 以楊擬領管領蓉麻林 、以忽 三鳥丁大師管領弘州。十六年争篇月 、

巖 旨為以奪 麻林人 匠数少 、以小就大、併弘州 局。秩従七 品、降銅 印一一穎 。命忽三

鳥丁通領 之。躍相 副四員。十九年、嬢酋忽 辛断没 童男人人為賑。 三十一年、以弘

州去葬麻林二欝余無 、輪番 管辮織 造未便 、両局各設 大使 謝使 一員、妨令忽 三烏丁

総為提調 。大徳光年蕊月 、給従 七品印、受奪麻林局。十一年 、徽政院奏 改受勅 、

設官妨 旧制 、各置大使一員、副使 一員。

③綾錦局(巻19781/17B)

【元史】墾允蕊年 六月、小劉行省猷本家人 口六十1一 於 皇太子位 下。 燈年「卜薄奉

令 蜜、於納錨府李寛差擾到練熟 匠工十戸 、創立局院 、令 小劉行省 親領 之。 六年、

コ訟部侍部蒼思丁ww四 十有一戸。八年 立綾錦局。 九年 、以招収析居放 良還

俗僧道為工 匠、二百八十有轡戸、教習織造之事。今定置大使一員、副使 一員。

至元10年 に皇太子 に冊立 されたチンキムが、皇帝位 に就 く前 に逝去 したに も拘 わ らず、

「裕宗皇帝」 と表記 され ているこ とについては、『元史』巻74、 祭 祀志3、 宗廟上に 「(至

元)三 十一年 、成宗即位 、追尊皇考為皇帝、廟 号裕宗。」 とあって成宗 による追尊 を受 け

ていること、『元史』 巻29、 泰定帝紀 、至治3年8月 癸 酉の條 、泰定帝の 「即位 の詔」

に 「裕宗皇帝」 とい う表現か ら確認 できる。

まず、① につ いては、鋭局の設 立が 「裕 宗皇帝」の指示に よって な された ことを示す

六文字が現行 の 『元史』 では削去 されてい る。② は、金糸 によって織 られた納失失(ナ

シー ジ)織 の製造局が、弘州 ・葦麻林 において運 営 され ていた こ とを記すll。ここで も、

隆興路総 管である別都魯丁が至元15年2月 に 「皇太子 の令 旨を奉 じ」た上 で弘州 ・薄i麻

林納失失局が設立 された とい う記述 が抹消 されている。 さらに、弘州 と葦麻林の統合 と分

割の経緯が詳細 に記 され ている。③の綾錦局については、『元史』 百官志 に 「至元八年」

の設立 とあるが、その前段階の こ ととして、至元3年10月 に真金 の命令 によって、局院

が立て られ た とある。いずれ も現行の 『元史』の記述 か らだけ窺い しれ ない事情 である。

上引の三つ の史料 によ り、いずれ もチンキムが関与 した形跡 を窺い知 ることができよ

う。 ところが、現行の 『元史』では等 しくチンキムの介在 した痕跡が抹消 され たかの よ

うな編集 になっているのであ る。 これ らの史料 も、全て これまで と同様に 『経世大典』

か らの引用 であ り、明初の 『元史』編纂 にあたって、現行 『元史』の よ うな形 に改変 さ

11松 田孝一 「モンゴル帝国における工匠の確保と管理の諸相」(『碑刻等史料の総合的分析によるモンゴル帝

国 ・元朝の政治 ・経済システムの基礎的研究』科学研究費補助金研究成果報告書、2002)を 参照。
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れ た と考 え られ る12。

四

ここまで紹介 してきた 、『永楽大典』が引用す るこの 『元史』は、陳高華氏 の説明にも

とづ き、『経世大典』 か らの引用 とみな してきた。

周知のよ うに、『経 世大典』は天暦2年(1329)9月 に作成が命 じられ、至順 元年(1330)

4月 に 「開局」、至順2年5月 に完成 し13、至順3年3月 に進献 され た、元朝期 の会要 と

みな され る書物で ある。 大都 陥落後 、各皇 帝の実録 と ともにいち早 く明朝 に接収 され、

『元史』編纂の材料 となった14。

しか しなが ら、 中には以下の よ うな史料 も存在 す る。巻19781/12Ar供 徽局」 を引用

する。なお、 「供徽局」は現行の 『元史』には記 され ていない官庁で ある。

【元史】局根 脚隷 昭功万戸麿。至順二年十一一月 、昭功 万戸府 官蘇 羅 逡 「立一箇正 七

ママ

品供徽 局 。 衙 門 設典 史,...≪..n員、庫 子 四名 、本把 二名 、秤 子 二 名 。」欽 此 。又 至 順 蕊年 六

月、建都班副使等奏 「新立来的供徽局裏達魯花赤 ・提点執事、是従翅品、正五贔、

行使的爆正七品印儒。有本庫勾当庫子 ・秤子 ・本掘人等、釜今不曾与准毅。有篤輪見

珂、依蔚中興武蹴例准設。俸銭六十箇月満、常選裏与除授瞬、悠生。」奏珂、奉:a

「那般者。」欽此。申書礼部鋳給到本局従五品銅印一穎行使。至発六年十一月十四

日、昭功万戸府例革擾属本院。至正九年九月初八 日、申書省奏准 、添設都達魯柁赤

一員、本局官庫達魯花赤 〈従五〉、提点 〈同〉、大使 〈従六〉、翻使 《従七〉、首

領官 ・庫使四、本把二、概管人戸答刺赤酒匠ニニ百二季八戸、房舎九壷入間。

文宗の至順二年に設立され、順帝期まで存在 した昭功万戸都総使司に所属する供徽局に

関する記事である。ここでは、「至順三年六月」「至元六年十一一月」「至正九年九月」の記

事が掲載 されている。つま り、編纂時期 との関係からして、この史料は 『経世大典』か

12た だし、文章の構造を崩さずに文意を変えていることから、チンキムをターゲットとして史料操作が加え

られた可能性 も否定できない。すでに幾度も指摘されているように、世祖クビライ と皇太子チンキム親子の

関係は緊張をはらんだものであった。この問題に繰 り返 し注意を促している宮紀子氏によれば、現行の 『大

元聖政国朝典章』では、裕宗チンキムに関わる記事の多くが削除されている、とい う。宮紀子 「『対策』の

対策」(木 田章義 〔編〕『古典学の現在』V、 文部科学省科学研究費補助金特定領域研究 「古典学の再構築」

2003、のち 『モンゴル時代の出版文化』所収)439頁 を参照。なお、クビライ とチンキムの確執については、

同 「徽州文書新探 『新安忠烈廟神紀実』より」(『東方学報』77、2005)の 註(59)、 同 「叡山文庫所蔵

の 『事林広記』写本について」(『史林』91-3、2008)38頁 などでも述べられている。ここにもかかる政治状

況が反映されていて、史料の改変はすでに元代になされたのかもしれない。

13『元史』巻35 、至順2年5.月 乙未の條 「奎章閣学士院纂修皇朝経世大典成。」

14『明太祖実録』巻39
、洪武2年2月 丙寅の條。『経世大典』については、多 くの研究があるが、ここでは蘇

振申 『元政書経世大典之研究』(台北中華文化大学出版部、1984)の みを挙げておく。
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らの引用ではあ りえない。 ついで想起 され るもの として 『六条政類』 もあるが、 これ も

編纂時期の関係 か ら除外 され る15。順帝の時期 に係 るものであ るのだか ら、『元史』 の第

二次編纂時に蒐集 した史料群か ら抄録 された ものであろ う16。

『永楽大典』 が引用す る 『元 史』が 『経世大典』か ら引き写 した もので ある可能性 は

高い。 しか しなが ら、等 しく 『経世大典』 として扱 って しま うこ とには問題があ り、場

合 によって、他 の書物 の可能性が ある点は注意 したい。

五 おわ りに

本稿は 『永楽大典』引用の 『元史』の存在を指摘 したに止まる。個々の史料の活用は

今後の課題である。

『永楽大典』に引用 されている史料の中で、元代に関わるものが多数あり、それらが

有効に活用 されていないことは、冒頭で述べた通 りである。例えば、『経世大典』の短い

侠文でも、重要なものがまだ存在する。史料の位置づけや性格に注意 しなが ら今後も利

用 していきたい。

〔付記〕本稿の骨子は、2004年12月18日 に東北大学で行われた、「第2回 『善本』 と 『底本』談話会」で

報告した内容の一部である。報告の機会を与えていただいた東北大学大学院文学研究科の三浦秀一教授をは

じめとして、席上、ご意見を頂戴 した参加者の方々に厚く御礼を申し上げたい。なお、本稿は、平成20年

度科学研究費補助金(基 盤研究B、 村岡倫 〔代表〕「中国社会へのモンゴル帝国による重層的支配の研究」)

による研究成果の一部である。

(わたなべ けんや 東北大学)

15『 六 条政 類 』 は
、 至 正7年(1346)3月 に編 纂 の 命 令 が 下 り、5月 よ り編 纂 が開 始 され 、 翌8年3月 に完 成

した 政 書 で あ る。 劉 暁 「元 政 書 《六 条 政類 》 考 」(『元 史 論 叢』9、2004)を 参 照。

16『 元 史』 編 纂 の 経 過 に つ い ては 、 王 慎 栄 〔主編 〕 『元 史探 源 』(吉 林 文 史 出版 社 、1991)等 を参 照。
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